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○日時 令和４年９月９日 午前10時00分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第１号 令和４年度網走市一般会計補正 

        予算中、所管分 

２．議案第２号 令和４年度網走市介護保険特別 

        会計補正予算 

３．議案第３号 網走市重度心身障がい者及びひ 

       とり親家庭等医療費の助成に関す 

       る条例の一部を改正する条例制定 

       について 

４．請願第35号 道教委「これからの高校づくり 

       に関する指針」を抜本的に見直し 

       すべての子どもにゆたかな学びを 

       保障する高校教育を求める意見書 

       提出についての請願 

５．請願第36号 国の責任による少人数学校のさ 

       らなる前進を求める請願 

６．請願第37号 特別支援学校の過大過密解消及 

       び特別支援学級の学級編制標準の 

       改善を求める請願 

７．請願第38号 国の責任で教職員未配置・未補 

       充問題の改善を求める請願 

８．請願第39号 国の教育予算を増やして高校授 

       業料無償化、給付奨学金制度の確 

       立を求める請願 

─────────────────────── 

○出席委員（６名） 

 委 員 長    松 浦 敏 司 

 副 委 員 長    近 藤 憲 治 

 委 員    石 垣 直 樹 

            金 兵 智 則 

            工 藤 英 治 

            澤 谷 淳 子 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○委員外議員（２名） 

            平 賀 貴 幸 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名）    

        栗 田 政 男 

        永 本 浩 子 

        古 田 純 也 

        山 田 庫司郎 

 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 戸籍保険課長    渡 邉 眞知子 

 戸籍保険課参事    田 中 靖 久 

 健康推進課長    岩 尾 弘 敏 

 社会福祉課長    結 城 慎 二 

 介護福祉課長    阿 部 昌 和 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    田 口   徹 

学校教育部次長    小 松 広 典 

学校教育部次長    大 垣 正 紀 

 学校教育部参事    高 橋 善 彦 

  

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

 午前10時00分開会 

○松浦敏司委員長 おはようございます。 

 ただいまから、文教民生委員会を開会いたしま

す。 

 初めに、今日も大変気温が上がっておりますの

で、それぞれ上着を脱ぎたい方は脱いで結構ですの

で、理事者のほうもそのように判断していただけれ

ばと思います。 

 本日の委員会では、付託されました議案３件、請

願５件について審査いたします。 

 本日の進行ですが、まず、市民環境部、健康福祉
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部関係、その後、教育委員会関係分について審査し

ます。 

 理事者入替え後、請願の審査を行います。 

 それではまず初めに、議案第１号令和４年度網走

市一般会計補正予算、重度心身障がい者医療助成事

業、重度心身障がい者医療助成事業費について。 

 議案第３号網走市重度心身障がい者及びひとり親

家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定について、関連がありますので、先に議案

第３号について説明を求めます。 

○田中靖久戸籍保険課参事 議案資料２号の19ペー

ジを御覧ください。 

 議案第３号網走市重度心身障がい者及びひとり親

家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定につきまして御説明いたします。 

 改正の趣旨でございますが、全世代対応型の社会

保障制度を構築するための、健康保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う、高齢者の医療の確保に

関する法律の改正により、一定所得以上の方の医療

費窓口負担割合が引き上げられます。 

 そのうち、重度心身障がい者医療助成対象の高齢

者に係る医療費の窓口負担が増えないよう、当該条

例の所要の改正を行うものであります。 

 改正の内容でございますが、後期高齢者医療加入

者で、窓口負担割合が１割から２割となる方のう

ち、一定の障がいのある方が、重度心身障がい者医

療の助成を受けられるよう改正を行います。 

 条文の改正部分につきましては、新旧対照表で御

確認をお願いします。 

 施行期日等につきましては、令和４年10月１日か

ら施行し、この条例の施行前に行われた医療費に係

る助成については、なお従前の例によることとしま

す。 

 説明は以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 お伺いいたします。 

 後期高齢者医療加入者で窓口負担割合が１割から

２割になる方というのは、どれぐらいいらっしゃる

のですか。 

○田中靖久戸籍保険課参事 今の見込みですと40名

が、新規に重度心身障がい者の対象になるという見

込みでございます。 

 １割から２割になる方でございますが、網走市で

は964名の見込みでございます。 

○金兵智則委員 じゃあ964人の方のうち、40名が

これに該当するのだという答弁を頂いたのだと思う

のですけれども、その方々たちが窓口でお金を払う

ときというのは、２割を払って戻ってくるものなの

か、もう最初から１割になるものなのか、その１割

にするためには何か手続が必要なのか、その辺はど

ういう状況なのですか。 

○田中靖久戸籍保険課参事 窓口の負担割合です

が、償還払いではなく、医療機関にかかった際、１

割でかかるような受給者証の交付を今月中に進めま

して、10月１日から１割の負担で済むような形で進

めております。 

○金兵智則委員 そしたら、その40名の方には、今

月中には受給者証が届くという状況で、今までどお

りと変わらないということですね、理解いたしまし

た。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第３号網走市重度心身障がい者及びひとり親

家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定については、全会一致により原案可決すべ

きものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定しました。 

 

○松浦敏司委員長 次に、議案第１号中、重度心身

障がい者医療費助成事業、重度心身障がい者医療費

助成事務費について説明を求めます。 

○田中靖久戸籍保険課参事 議案資料１号の資料11

ページを御覧ください。 

令和４年度一般会計医療助成費補正予算、重度心

身障がい者、医療助成事務費について御説明いたし

ます。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、高齢者

の医療の確保に関する法律の改正に伴い、医療費の

窓口負担が２割となる方のうち、助成対象となる方

について、新たに資格の管理や助成費の支給を行う

ため、重度心身障がい者医療助成システムの改修費

を追加補正するものであります。 

 経費の内訳でございますが、システム改修費とし

て委託料77万円となってございます。 

 ２の補正額でありますが、歳出予算における補正

前の額、補正額、補正後の額につきましては、
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（１）の歳出予算の表の記載のとおりで、財源は道

補助金15万円、一般財源62万円となっております。 

 （２）の歳入予算につきましては、表に記載のと

おりであります。 

 説明は以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議案第１号中、戸籍住民基本台帳管理

事業、個人番号カード普及促進事業について説明を

求めます。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 議案資料９ページを御

覧ください。 

 令和４年度一般会計補正予算のうち、戸籍住民基

本台帳費、個人番号カード普及促進事業について御

説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、国の方針と

して、令和４年度末までに、ほぼ全国民にマイナン

バーカードを行き渡らせることを目指しており、当

市においても、顔写真の無料撮影サービス、カード

の申請、交付に係る時間外窓口の開設を行ってまい

りましたが、さらなる普及促進に取り組むため、当

初予算時に見込んでいた出張申請以外にも、市民が

多く集まる場所での出張申請受付を行ってまいりま

す。 

 出張申請窓口開設に伴う経費として、需用費に17

万3,000円、窓口開設及びカードの申請交付方法を

周知するための広告料として、61万6,000円と、カ

ードの交付に係る郵送料として381万1,000円を、役

務費に442万7,000円、合計460万円を追加補正する

ものです。 

 補正額につきましては、２、補正額に記載のとお

りで、財源は全額が国庫補助金となります。 

 以上で説明を終わります。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 このマイナンバーカードなのです

けれども、ついこの間の第４回目の集団接種会場と

いうか、そこでも窓口がちゃんとあって、窓口とい

うか、来てくれて作っていたりもしていたのですけ

れども、あの時はこの予算ではなくて、また新たに

別な、これからやる、そういう皆が集まるようなと

ころの会場のときにやりたいという予算ですか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 先に行っておりました

ワクチン会場での件につきましては、当初予算もご

ざいましたので、まずそちらを使用させていただい

ておりました。 

 今回、それも含めての追加補正というふうに考え

ていただければと思います。 

○澤谷淳子委員 すみません、大変いいことだなと

思って見ていたので、申し訳ありませんでした。 

 それでは、今現在、網走で対象のカード、何枚中

何枚まで進んでいたか、ちょっとおわかりでしたら

お願いいたします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 対象枚数ということに

関しましては、令和４年１月１日現在の人口という

ことになるのですけれども、こちらが３万4,016名

で、こちらに対して、８月末時点での交付枚数とい

うのが１万2,734枚、交付率としましては37.4％と

なっております。 

○澤谷淳子委員 今年度に入ってというか、多分ち

ょっと増えたかなという気がするのですけれども、

今年度だけで、今まだ途中ですけれども、どれぐら

いになったかというのはおわかりでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 今年度になって増えた

交付枚数は1,272枚、交付率としては4.3％の増とな

っております。 

○澤谷淳子委員 なかなか全てに交付しきるという

のは大変なのですけれども、わかりました。 

 ありがとうございます。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○金兵智則委員 お伺いいたします。 

 今、ワクチンの接種会場でもという話もありまし

た。 

 先日の七福神まつりの会場でもやられていたのか

なというふうに思いますけれども、17万3,000円の

出張窓口開設に係る消耗品費ということで計上され

ていますけれども、このあとはどこでどういうよう

なことをするというお考えなのですか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 今後につきましては、

まず敬老会ですね、そちらで実施することと、あと

市民健康まつりですね、そちらで実施することを考

えております。 

 そのほかに、事業者数の多い事業所ですね、そう

いったところにも声かけをしていこうというふうに

考えております。 

○金兵智則委員 様々な場面でと、あと、会社にま

で行きますよというような状況なのだというふうに

思います。 

 今、先ほど交付率が37.4％ということで、カード
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交付郵送料が381万1,000円分、予算計上させていた

だきますよという御説明だったと思うのですけれど

も、これは何枚分なのですか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 当初予算にも計上して

おりましたので、その不足分として8,694枚分を計

上しております。 

○金兵智則委員 であれば、一応国の方針として

は、令和４年度末までにほぼ全員の交付ということ

ですけれども、網走市としては8,400枚ですから、

さっき1,200枚というのもありましたけれども、大

体２万5,000枚というところが目標数値ですよとい

う理解でよかったですかね。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 お見込みのとおりで、

一応、全国民、全市民ということを目標にはしてい

るところですけれども、実際にそこまでというの

は、今年度中には難しいと思っておりまして、今年

度は70％ということで見込んで計算しております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 そうですよね、いつもお伺いしても30％台がなか

なか越えられないなというふうに思っていますの

で、70％の目標ということで、そこで低過ぎるとい

う話にもならないと思いますので、広報もするとい

うことですので、どんな感じなのかお伺いしたいと

思います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 ワクチン接種のときに

も御案内していたのですけれども、かわら版の利用

ですとか、そういったところも。 

あともちろん、市の無料で行える広報を通して、

市の広報紙ですとか、ホームページ、ツイッター、

フェイスブックなども利用しながら広く周知してい

くように努めていきます。 

 あと、事業所相手ということもありますので、商

工会議所のほうにも会員に送付する、そういった中

にも、チラシを同封させていただいたりということ

も行っております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次に、議案第１号中、障がい者福祉推進事

業、障害者福祉支援事業について説明を求めます。 

○結城慎二社会福祉課長 議案資料10ページを御覧

願います。 

 令和４年度一般会計障がい者福祉費、障がい者福

祉支援事業の補正予算につきまして御説明いたしま

す。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、国の障害

福祉サービスデータベースの構築に伴いまして、当

市の障がい者自立支援給付システムの改修に必要と

なる経費を追加するものであり、金額は委託料の42

万5,000円となります。 

 現在、障害福祉分野のデータにつきましては、

個々のサービス利用状況や、障がい支援区分の認定

情報などが点在しているため、総合的な観点で、十

分な分析を困難にしており、制度改正や報酬改定な

どを行う際に、友好的な活用がなされていないとい

った課題が生じております。 

 このことから、国は、障害の状態とサービスの利

用状況をひも付け、データを有効的に活用すること

で、様々な分析を可能とし、さらには、効果的、効

率的な制度改正や、報酬改定につなげることを目的

といたしまして、令和５年度の運用を目指し、障が

い福祉サービス、データベースを構築するとしてい

るため、当市におきましても、必要となる既存シス

テムの改修を行うものです。 

 ２の補正額でありますが、事業費42万5,000円の

財源内訳は、（１）歳出予算に記載のとおり、国庫

補助金が21万2,000円、一般財源が21万3,000円とな

ります。 

 歳入予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては、（２）歳入予算に記載のとおり

となります。 

 説明は以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号中、公的病院等支援事

業、網走厚生病院脳神経外科運営支援事業につい

て、説明を求めます。 

○岩尾弘敏健康推進課長 議案資料12ページを御覧

願います。 

 令和４年度一般会計保健衛生総務費、網走厚生病

院脳神経外科運営支援事業の補正予算について御説

明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、地域医療

の充実と住民の安心、安全の確保を目的として、斜

網地域における脳血管疾患に係る医療体制を維持す

るために行う、網走厚生病院脳神経外科に対する令

和３年度分の運営支援の額が確定したため、係る経

費を追加するものであります。 
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 網走厚生病院、脳神経外科につきましては、診療

開始から２年８か月が経過したところであります。 

 令和３年度の収支におきましては、6,227万6,692

円の損失が生じておりますが、前年度との比較で

510万2,055円の減少となっております。 

 要因といたしましては、院内処方から院外処方に

移行したことで、薬品費が縮小したことなどが挙げ

られます。 

 損失額につきましては、斜網地域１市４町が分担

により支援することとしており、当市の負担額は

4,042万7,000円となります。 

 なお、負担割合につきましては、脳血管疾患に係

る救急搬送や入院、外来患者数の状況を参考といた

しまして、１市４町で協議の上、３年を目安に見直

すこととしております。 

 ２の補正額でありますが、歳出予算における補正

前の額、補正額、補正後の額につきましては、

（１）歳出予算に記載のとおりとなり、補正額

4,042万7,000円の財源内訳につきましては、基金繰

入金となります。 

 歳入予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては、（２）の歳入予算に記載のとお

りとなります。 

 説明は以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 こちら、追加補正ということだっ

たのですけれども、患者数というか、脳疾患の方

の、コロナ禍も関係なく、やっぱり人数が増えたと

いうことだったのですか。 

○岩尾弘敏健康推進課長 患者数についてでござい

ますが、前年度と比較しまして、入院患者数につい

ては399名ということで、前年度とほぼ同様でござ

います。 

 外来患者数につきましては、2,770人ということ

で、282人の増加となっています。 

 また、救急搬送につきましても、令和３年度、

351人の搬送がございまして、こちらはほぼ前年度

と同様でございます。 

 また、手術の患者数につきましては、令和３年度

125人となっておりまして、前年度95人に対しまし

て30人の増となっております。 

 以上です。 

○澤谷淳子委員 やはり増えていったのですね。 

 でも、皆さん治療を受けられたということで、よ

かったと思います。 

 以上です。 

ありがとうございます。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

○金兵智則委員 ２年８か月、３年目ということに

なるので、見直しの時期に入るのかなというふうに

思いますけれども、これ患者数を把握されていると

思うのですけれども、１市４町で、どこが何人、ど

こが何人ということになると思うのですけれども、

これ、多分、ちなみになのですけれども、１市４町

以外の方というのはいらっしゃらないのですか。 

○岩尾弘敏健康推進課長 １市４町以外の方もいら

っしゃいまして、他の自治体、近隣の自治体から救

急搬送されたというケースもございますし、旅行に

来られている方がそちらで救急搬送されているケー

スもございます。 

○金兵智則委員 その方々の分は別になるというこ

とは別にないですよね。 

 多分、案分ですから、全ての総額の中で、そこの

部分を抜いてという形にはならないですよね。 

○岩尾弘敏健康推進課長 現在は１市４町で、救急

搬送等の実績に基づいて、分担をしているわけでご

ざいますけれども、今後見直すということで、１市

４町と協議をさせていただきたいと思っておりま

す。 

○金兵智則委員 見直しの時期ということですね。 

 いろいろなパターンが見えてきたのだというふう

に思いますので、しっかりと検討していただけたら

なと思います。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りします。 

 議案第１号令和４年度網走市一般会計補正予算

中、市民環境部、健康福祉部関係分については、全

会一致により原案可決すべきものとして決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定しました。 

 

○松浦敏司委員長 次に、議案第２号令和４年度網

走市介護保険特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

○阿部昌和介護福祉課長 議案資料の18ページを御

覧ください。 
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 令和４年度介護保険特別会計、介護保険事業基金

積立金及び償還金の補正予算につきまして、御説明

いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、令和３年度に

おける繰越金及び国庫負担金等の確定に伴いまし

て、必要な経費を追加補正するものであり、金額に

つきましては、介護保険事業基金積立金が9,421万

9,000円、国庫負担金、補助金返還金が3,058万7,000

円、道負担金、補助金返還金が305万5,000円、支払

基金交付金返還金が1,131万5,000円、合計１億3,917

万6,000円となります。 

 介護保険事業積立金につきましては、介護保険特

別会計の決算における歳入と歳出の差で生じた剰余

金を積み立てるものであり、国庫負担金、補助金等

に対する返還金につきましては、介護給付費及び地

域支援事業費の決算額が、負担金等の交付申請額を

下回ったため、概算交付を受けている負担金等を返

還するものであります。 

 補正額でありますが、歳出予算における、補正前

の額、補正額、財源内訳、補正後の額につきまして

は、（１）歳入予算の①介護保険事業基金積立金及

び②償還金に記載のとおりとなります。 

 歳入における各科目の補正前の額、補正額、補正

後の額につきましては、（２）歳入予算に記載のと

おりとなります。 

 説明は以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 よろしいですか。 

○金兵智則委員 まずですけれども、返還金、これ

が出た理由というのはどのように見ていますか。 

○阿部昌和介護福祉課長 返還金が出た理由という

ことでございますが、給付費が、コロナ禍におきま

して、各種サービスはあるのですけれども、サービ

スの利用が減ったものがあったということで考えて

おります。 

○金兵智則委員 受けたい人がいるけれども、コロ

ナの影響で受けられなかったのか、受ける人が少な

くなったのか、そういうことではなくて、コロナの

影響で受けたいけれども受けられなかった人が多か

ったということなのですか。 

○阿部昌和介護福祉課長 コロナ禍におきまして、

サービス利用で、低下が多かったものという中で、

通所系のサービス、通所介護、通所リハビリが利用

の減が多かったということで、主な要因と考えてお

ります。 

○金兵智則委員 ちょっと行動制限の絡みが大きか

ったのかなと思いますけれども、あと積立金、基金

なのですけれども、9,400万円、また積み上がると

いうことですけれども、これ総合って、ちなみにわ

かりますか。 

○阿部昌和介護福祉課長 今、補正後の基金積立金

残額でございますが、２億5,726万2,000円を見込ん

でおります。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第２号令和４年度網走市介護保険特別会計補

正予算については、全会一致により原案可決すべき

ものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定しました。 

 それではここで、理事者入替のため暫時休憩いた

します。 

午前10時28分休憩 

午前10時29分再開 

○松浦敏司委員長 それでは、再開します。 

 次に、議案第１号令和４年度網走市一般会計補正

予算中、高等学校振興補助金、網走南ヶ丘高校定時

制通学手段確保事業について説明を求めます。 

○高橋善彦学校教育部参事 それでは議案資料の13

ページを御覧願います。 

 令和４年度一般会計教育委員会費、網走南ヶ丘高

校定時制生徒通学手段確保事業の補正予算につきま

して御説明をいたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、当該事

業を利用する生徒が、当初想定より上回ったため、

必要な経費を追加補正するものであり、金額は116

万円となっております。 

 この事業につきましては、網走南ヶ丘高校定時制

入学生徒の増加や、安全確保を図ることを目的と

し、下校時に、公共交通機関を利用することが困難

な生徒の帰宅手段を確保するため、平成31年度よ

り、乗り合いでタクシーを利用できる網走南ヶ丘高

校定時制生徒通学手段確保事業を実施してきたとこ

ろでございます。 

 今年度におきまして、事業を利用する生徒が増加

したことに加え、居住地域が拡大したことにより、

当初予算では不足が生じることが見込まれるため、

補正しようとするものでございます。 
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 ２の補正額でございますが、116万円の財源内訳

につきましては、全額一般財源でございます。 

 歳出予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては記載のとおりでございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○澤谷淳子委員 ほかの地域では定時制がなくなっ

てしまうところもあるぐらいなのですけれども、増

えたということで、今年度、令和４年度は何人ぐら

い増えたのでしょうか。 

○高橋善彦学校教育部参事 昨年、この事業利用者

は９名でございました。今年度につきましては、13

名ということで、今事業を利用いただいているとこ

ろでございます。 

○澤谷淳子委員 それでは、先ほど居住地も拡大し

たと言っていたのですけれども、一番遠いところで

どこから来ていらっしゃるのですか。 

 市外からは当然来ないと思うのですけれども。 

○高橋善彦学校教育部参事 距離的に一番遠いとこ

ろが卯原内になっております。 

 その他、呼人ですとか、藻琴ですとか、そういっ

たような形の子が、１年生で増えたものですから、

どうしてもその部分が、人数的にもそうなのですけ

れども、距離が遠くなったということで、今回補正

をということでございます。 

○澤谷淳子委員 一応、男女比というのはわかりま

すか。 

○高橋善彦学校教育部参事 現在13名のうち、男子

生徒が２名、女子生徒が11名でございます。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号令和４年度網走市一般

会計補正予算中、新型コロナウイルス感染症対策事

業、スクールバス密集対策事業について説明を求め

ます。 

○小松広典学校教育部次長 議案資料14ページを御

覧願います。 

 令和４年度一般会計補正予算のうち、教育委員会

費、スクールバス密集対策事業について御説明申し

上げます。 

 補正の理由につきましては、新型コロナウイルス

感染症の予防対策として、登校時のスクールバスを

増便するため、所要の経費を追加補正しようとする

ものでございます。 

 事業の内容について御説明いたします。 

 スクールバスの登校便の増便につきましては、一

昨年６月から実施しておりますが、これまでと同様

に、既存の８路線に対し、能取線に１台、稲富・山

里、昭和線と中園、東網走線の２路線に対して１

台、音根内、丸万線と清浦線の２路線に対して１

台、二見ケ岡、嘉多山線と、嘉多山、越歳線の２路

線に対して１台の計４台、増便する内容でございま

す。 

 増便運行する期間につきましては、令和５年３月

まで実施するものとし、補正額につきましては

1,602万円、財源につきましては、歳出が２の

（１）、歳入が２の（２）のとおりでございます。 

説明は以上です。 

○松浦敏司委員長 それでは次に入ります。 

 質疑ございませんか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号令和４年度網走市一般

会計補正予算中、新型コロナウイルス感染症対策事

業、教育旅行キャンセル料等助成事業について説明

を求めます。 

○小松広典学校教育部次長 議案資料の15ページを

御覧願います。 

 令和４年度一般会計補正予算のうち、教育委員会

費、教育旅行キャンセル料等助成事業の概要につい

て御説明いたします。 

 補正の理由でございますが、新型コロナウイルス

感染症の影響により、修学旅行などの教育旅行を中

止、または旅程変更した場合に生じるキャンセル料

等について、保護者負担が生じないよう助成するた

め、追加補正しようとするものでございます。 

 事業の内容につきましては、市内小中学校が計画

している修学旅行及び宿泊研修を、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止に係る対策として、中止する

ことに伴い発生したキャンセル料、及び延期、計画

変更することに伴い、新たに発生した追加的費用を

保護者が負担することとなった場合に、その負担分

を助成しようとするものでございます。 

 事業費につきましては、897万6,000円の増額、財

源の内訳につきましては、歳出につきましては２の

（１）、歳入につきましては２の（２）に記載のと

おりでございます。 

 説明は以上です。 
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○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 この予算なのですけれども、もう

既に使うことが決定しているというか、日程変更な

どを行ったところがあるのかないのか、お伺いした

いと思います。 

○小松広典学校教育部次長 この補正予算の積算時

からキャンセル料等につきましては、発生しており

ません。 

 何とかその状況を見ながら、実際に修学旅行に出

かけまして、そのまま予定どおり帰ってきている学

校が何校かございます。 

○金兵智則委員 おっしゃるとおり、行っている学

校もあると思いますけれども、今後予定されている

旅行で、もしかするとあるかもしれないのでという

予算だということですね。 

○小松広典学校教育部次長 こちらの金額につきま

しては、その時点での、出発する教育旅行について

の対象経費をもとに算出しております。 

○金兵智則委員 使われないことがいいことだなと

いう予算だと思います。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号令和４年度網走市一般

会計補正予算中、小学校デジタル化推進事業、小学

校電子黒板等整備事業について、議案第１号中、中

学校デジタル化推進事業、中学校電子黒板等整備事

業について関連がありますので、一括して説明を求

めます。 

○小松広典学校教育部次長 議案資料の16ページを

御覧願います。 

 令和４年度一般会計補正予算のうち、小学校学校

管理費、小学校電子黒板等整備事業について御説明

いたします。 

 補正の理由につきましては、電子黒板の導入につ

きましては国の補正予算を活用し、令和３年度予

算、繰越明許費で整備する予定でしたが、財源とし

て予定していた国庫補助、デジタル田園都市国家構

想推進交付金が不採択となったこと及び資機材の価

格が高騰していることから、繰越事業は補正できな

いため、今回新たに追加補正しようとするものでご

ざいます。 

 事業の内容について御説明いたします。 

 当市において、ＧＩＧＡスクールの推進につきま

しては、これまでの授業実践プラスＩＣＴの活用と

位置づけているところですが、双方向の授業を進め

る上で必要な道具として、タッチパネルの大画面を

直接操作できる電子黒板を113台導入しようとする

ものでございます。 

 あわせて、他校や先進校との授業研究によって、

市内学校間や学校内での先進事例や授業技術の還流

に資することができるよう、各校にカメラや会議用

マイクを整備しようとするものでございます。 

 また、必要に応じて、各教室の電源容量の増強を

実施しようとするものでございます。 

 事業費につきましては、電源回路等の工事費とし

て621万5,000円、電子黒板等の備品購入費として

6,628万9,000円、合計7,250万4,000円の追加となり

ます。 

 令和３年度予算、繰越明許費よりも金額が上昇し

ておりますけれども、主な要因としましては、学級

数が令和３年度予算、繰越明許費の作成時の見込み

よりも増加し、普通教室では三つ減しましたが、特

別支援学級が12増となりまして、そのほかには物価

高騰等の価格変動分がございます。 

 財源につきましては、歳出が２の（１）、歳入が

２の（２）のとおりで、基金繰入金を財源としよう

とするものでございます。 

 続きまして、議案資料の17ページを御覧願いま

す。 

 令和４年度一般会計補正予算のうち、中学校学校

管理費、中学校電子黒板等整備事業について御説明

申し上げます。 

 こちらについても、先ほどの小学校と同様に、財

源として予定していた国庫補助が不採択となったこ

と及び資機材の価格が高騰していることから、繰越

事業は補正できないため、今回、新たに追加補正し

ようとするものでございます。 

 内容につきましては、中学校の全ての学級に45台

の電子黒板等を整備するため、追加補正しようとす

るものでございます。 

 事業費につきましては、電源回路等の工事費とし

て247万5,000円、電子黒板等の備品購入費として

2,713万3,000円、合計2,960万8,000円の追加となり

ます。 

 こちらにつきましても、令和３年度予算、繰越明

許費よりも金額が上昇しておりますが、主な内訳と

しましては、特別支援学級が１学級増となったこ

と、物価高騰の価格変動分がございます。 
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 財源につきましては、歳出が２の（１）、歳入が

２の（２）のとおりで、基金繰入金を財源としよう

とするものでございます。 

 説明は以上です。 

○松浦敏司委員長 それでは次に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 お伺いしますけれども、まず、デ

ジタル田園都市国家構想交付金でしたか、不採択に

なったのは何でなのですか。 

○小松広典学校教育部次長 私たちは申請書を作り

まして、申請したのですけれども、理由については

特に、非公表といいますか、フィードバックはない

のですけれども、結果として不採択となったという

ことでございます。 

○金兵智則委員 でも、このときって何かほかにも

いっぱいデジタル田園都市の補助金を使うという事

業がある中で、これだけが駄目だったというような

状況だということなのですか。 

○小松広典学校教育部次長 当市では、五つの事業

でエントリーをしておりますけれども、四つの事業

が採択となっておりますので、教育委員会の電子黒

板の事業に対してのみ、不採択となったというふう

に聞いております。 

○金兵智則委員 当初予算というか、あのときで

は、なるかどうかわからないけれどもというよう

な、状況だったということなのですね。 

○小松広典学校教育部次長 令和３年度の補正予算

になりますけれども、この交付金を財源と予定し

て、予算を補正したものでございます。 

○金兵智則委員 これは不採択の連絡というか、い

つなのか。ちなみに令和３年度の補正予算でやろう

として、これを導入しようとしていたスケジュール

感と、今のこのスケジュール感はどう違ってきてい

るのか、お伺いしてもいいですか。 

○小松広典学校教育部次長 令和３年度の補正予算

で、外枠の予算を補正予算で作成しまして、そして

年度内には執行が難しいということで、繰越明許費

の議決も一緒に頂いて、交付金が決まりましたらす

ぐ発注の準備に取りかかって、早ければ夏休みには

導入できるかなというようなスケジュール感でおり

ましたけれども、今回、結果につきましては、令和

３年度の年度末ぐらいに来たわけなのですけれど

も、その後も経済対策等で、ほかの交付金がないか

どうかというところを探っておりましたが、今の時

期になって使えそうな補助金がないということで、

ここで判断させていただきまして、また補正予算と

いう形で、新たな形での補正予算としての予算額を

要求させていただいております。 

○金兵智則委員 いろいろ調べたのはわかりました

けれども、当初でいけば、交付確定が出たらすぐ導

入して、夏休みには導入ができて、後期の授業から

は使おうと思っていたものが、じゃあ、今これを補

正をつけて導入はいつ頃になって、今年度って逆に

さっきこういうことに使いたいという御説明を頂き

ましたけれども、使えるのですか、これ。 

 今年は入れて終わりなのですか、結局。 

○小松広典学校教育部次長 調達につきましては、

やはり納期というものがございますので、実際にい

つ入るかということになりますけれども、当初、早

ければ夏休みということで、既存の予算では予定し

ておりましたが、今から調達を始めますと、やはり

早くて冬休みというような状況になりますので、そ

の期間については使えなかったということで、その

辺は予算がつけばの話ですけれども、申し訳なく思

っております。 

○金兵智則委員 ちょっと判断が遅かったのかなと

思うところですよね。 

 せっかく当初、３月の１定のときに説明を受けて

という話で、こういうことに使います、こういうこ

とに使います、結局、今年は入れて終わりという状

況に陥ってしまったのですよね。 

 まあ、調べる時間が必要だったのかもしれないで

すけれども、３月末にはわかっていて、出てきたの

が９月……半年間ですよね。 

 これ、時間を無駄にしたと思いませんか。 

○小松広典学校教育部次長 先ほども言いましたこ

との繰り返しになりますけれども、大きな金額の買

い物になりますので、やはりその財源として、国庫

補助金をやはりある程度入れていきたいということ

で考えて、いろいろな報道等でも、経済対策として

の交付金ですとか、補助金が出るのではないかとい

うところも見え隠れしておりましたので、財源につ

いて出てくるのを、一応、報道等で出ないかどうか

というところ、交付金が出ないかというところを待

っていたというところでございます。 

○金兵智則委員 それは必要な部分はわかりますけ

れども、もう気持ち早くてもよかったのかなとい

う、半年ですからね、半年間もたってしまってい

て、今年度はもう来年度に向けてということになっ

てしまうのかなというふうに思いますので、その辺
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も多分、どういうスケジュールを組んで、今後、入

ってきたものに対して、どう使おうってなっていた

ものなのかまではわからないですけれども、その予

定も崩れるのだなというふうに、予定していたかど

うかもわからないですけれどもね、もし予定してい

たのだとすれば、それも崩れてしまったという状況

になってしまったというのは、ちょっともったいな

いなというふうに思います。 

 あとすみません、ちょっともう１点お伺いしたい

のが、電源回路増設工事、これ小学校なのですけれ

ども、工事請負費はここだけ下がっていると思うの

ですけれども、増額理由はいっぱい説明をしていた

だいたのですけれども、ここは何で工事費が下がっ

たのですかね。 

○小松広典学校教育部次長 こちらですね、小学校

のほうは減額になっておりますけれども、中学の増

額となっております。 

 こちらにつきましては、工事の中身をまた改めて

精査した結果、見直しによって、小学校については

減った工事がございまして、中学校については反対

に必要となる工事が出てきたということでございま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 取りあえず冬休みということで入れればいいなと

いう状況だったので、少しでも何か活用ができるよ

うにしていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りします。 

 議案第１号令和４年度網走市一般会計補正予算

中、学校教育部関係分については、全会一致により

原案可決すべきものとして決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定しました。 

 

○松浦敏司委員長 次に、請願の審査を行います。 

 先に、請願第35号について審査いたします。 

 請願第35号、道教委「これからの高校づくりに関

する指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆた

かな学びを保障する高校教育を求める意見書提出に

ついての請願について審査いたします。 

 この請願について、委員の皆さんから御意見をお

示しいただきたいと思います。 

○金兵智則委員 採択の方向で進めていただきたい

なというふうに思います。 

 抜本的に見直しという言い方がどうなのかどうか

というのもあるのかもしれないですけれども、高校

教育でも、やはり定員数を引き下げて目が届くよう

な状況にというのをつくっていっていただきたいと

いうことも、記の２番にもありますし、教育の機会

均等と学習権の保障というところを、高校生に対し

てもしてほしいという請願でございますので、採択

していただけたらなというふうに思います。 

○松浦敏司委員長 ほかに。 

○澤谷淳子委員 今回、出てきているのが、もうず

っと関連してずっと出ているので、ちょっとこう切

り取って、それも譲ってもいいかどうかちょっとわ

からないのですけれども、まず、今回のこの35号に

ついては、これからの高校づくりって、道教委が平

成28年11月から平成29年１月にかけて、大規模なア

ンケートを実施しまして、それに基づいて、この中

に書いてあることが抜本的に見直せとか、全ての

云々かんぬん、１、２、３と出てきていると思うの

ですけれども、それを読みますと、やはり大規模

に、３万件以上のアンケートの中で、どうやってこ

れからの高校づくりをどうしていくかというのを、

きちんと道教委は調べておりまして、抜本的……、

金兵さんも今言いましたけれども、抜本的に見直す

というのがちょっと、アンケートをし直せというこ

となのか、ちょっとそこはわからないのですけれど

も、……違いますよね。 

 なので、この道教委のつくったこれからの高校づ

くりの、非常に、見てみますと、何て言うのでしょ

う……見直さなければいけないというところがちょ

っとわからないなというので、お気持ちはわかるの

ですが、これについては不採択、今の道教委のつく

った、これからの高校づくりにはそこに書いてある

のが今後やっていきたい、しかも保護者の意見と

か、小・中・高、子供たちの意見も全部含まれて、

きちんとしたものが出ておりますので、これは不採

択でお願いします。 

○松浦敏司委員長 不採択ということですね。 

 ほかに御意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、委員間討論でも結構ですので、あれば意見

を交換してください。 

○澤谷淳子委員 すみません、紹介議員の方がいら

っしゃるので、道教委に、その言葉がね、抜本的に



- 11 -  

見直すというものがどうかというのは別にして、ど

のような部分が駄目なのですか。 

 私、特に２番目の「すべての道内公立高校の学級

定員を30人以下に引き下げること」と書いてあるの

ですが、前回も申しましたけれども、ようやく小学

校が５年間かけて35人学級に、これから５年をかけ

てなっていくというのが、今、これをやろうとし

て、今年度からやるのですけれども、やはり高校自

体が、今、北海道内に、単純に計算したとしても、

教室が30人学級にしたら400個ぐらい増えるのです

よね。 

 単純計算でそうですから、そうなると教員も、全

て後に関連してくるのですけれども、そういうのも

含めて、これを出すということはどこが抜本的に見

直してくれというのは、何ていうのでしょう、どう

いうことなのでしょうか。 

 一問一答……じゃあまず、どういうところでしょ

うか。 

○松浦敏司委員長 澤谷委員、委員会の中で、今や

っているのですが、請願の紹介議員については、委

員会として認めれば、紹介議員の発言を許されると

思いますが、直接はできませんので。 

○澤谷淳子委員 申し訳ありません、どなたでもい

いのですけれども。 

○松浦敏司委員長 委員の皆さんに伺いますが、

今、澤谷委員が紹介議員に対して質問をしておりま

すが、委員会としてそのように認めるということで

よろしいでしょうか。 

 その前に、金兵委員。 

○金兵智則委員 ちょっといま一つ、僕も何を聞か

れているのかが、理解できていないのですけれど

も、30人学級にすると400クラスが増える、それを

やれって言っているのですかという質問なのかなと

いうふうに、抜本的にというのはそういうことなの

ですかという質問だというふうなことであるなら

ば、その方向で人数を進めてって、やっていってほ

しいという請願なのだというふうに思いますけれど

も、それが答えになっているかどうか、ごめんなさ

い、ちょっと僕も理解が不足しているかもしれない

ですけれども、そういうことなのですかね、聞かれ

ているのはそういうことなのかなと思うのですけれ

ども、違いますでしょうか。 

○松浦敏司委員長 澤谷委員、どのような質問なの

か、ちょっと整理して答えてください。 

○澤谷淳子委員 申し訳ありません。 

 言えばそういうことなのですけれども、それも含

めて、全て１、２、３、４って出ているのですけれ

ども、まず、この出ていることは、これからの高校

づくりに関する指針を抜本的に見直してと書いてあ

ったので、まず、道教委の出した、さっきも見まし

たけれども、アンケートを見ますと、これからの課

題とかが取り上げられていて、今言ったその少人数

学級も、小人数にしていかなければいけないという

ものもありつつ、これは今年度から、これは高校の

ですから、小学校のことは書いていませんけれども

もちろん、学校のクラスのことについて、今たまた

ま例に挙げたのですけれども、なので、この抜本的

に見直すということはしなくていいのではないかな

って思いました。 

 なので、ちょっとすみません、質問が小学校の人

数だけに、私も言ってしまったので、やっぱり抜本

的にというのは、しかも政府はそれをやっていくと

いうふうにしていながら、進んでいっていることな

ので、改めてこれを出す必要はないのではないかな

と思いました。 

○金兵智則委員 ちょっとわかりました。 

 おっしゃっていることが、澤谷委員が言っている

のは、大規模なアンケートも取って、その方向で国

が進めていくという流れの中で、この請願を出す必

要はないのではないかということだったのだという

ふうに思うのですけれども、大規模なアンケートは

多分、全国的な規模でやられている……ではない、

北海道ですから、北海道の道内、全道的に取られた

のだというふうに思いますけれども、人口の密集し

ている都市部と、やはり人口の少ないと言えばいい

のですかね、生徒数の少ない地方を見比べたとき

に、やはり人数が減っていくことで統廃合が進んで

いって、負担が増えていくといった中で、教育の均

等といった面で進めていくと、これからの高校づく

りに関する指針というのは、やっぱり北海道全部を

見たときに、この状況で進めていってもらっては、

不利益になる生徒も出てくるということも踏まえ

て、見直しをしてほしいという請願です。 

 こんな回答で。 

○澤谷淳子委員 わかりました。 

 それでは、これからの高校づくり自体を見たとき

に、たまたま今、金兵委員がおっしゃってくれた、

都市部と郡部というか、札幌中央と、こっちは全然

条件が違うのですけれども。ただ、それを見た時点

でも、実は、保護者も生徒も、全体では、要するに
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寮に入ったりとか、通勤が多少長くてでも、自分の

進みたい高校に進みたいという方が一番多い、郡部

については一番多く回答していたり、皆さんが、そ

の近郊に、近郊にと言うのですけれども、田舎、札

幌というのとこっちに住んでいるのは当然違いまし

て、大学の進学も含めて、上京をして自分の進みた

い高校、大学に行くというのが、子供たちも保護者

もすごく熱く、それはアンケートに表れていまし

た。 

 なので、やっぱりこれからの高校づくりの、せっ

かく、本当にみんなの３万何千人の答えたアンケー

トをもとに、かなり細かく出してくれています。今

後の課題とかも出してくれていますので、これはや

はり、本当に用いていくものだと思うので、やはり

これについては提出する必要はないと思います。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 金兵委員、何かありますか 

○金兵智則委員 ありません。 

○松浦敏司委員長 では、請願第35号については、

意見の一致を見ないということで、継続審査という

ことにしたいと思いますが、そのようにしてよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのようにいたします。 

 

○松浦敏司委員長 それでは次に、請願第36号国の

責任による小人数学級のさらなる前進を求める請願

について、審査いたします。 

 それぞれ皆さんのほうから御意見をお願いいたし

ます。 

○石垣直樹委員 この請願に関しましては、提出者

の方とお話しさせていただきました。 

 45人、40人、35人と、長らく学級の人数の削減を

図ってきたと。 

 お伺いしたのが、最終的に何人を目指しているの

ですかと。それをすることで、一体どうなるのです

かということをお伺いしたのですけれども、この文

章にも、その辺が書かれてはいなくて、例えば、30

人のクラスであれば、今よりも子供たちの学力向上

に資することができるとか、そういったことが全く

なしに、ただ人数の削減が書かれていて、どうなの

ですかとお伺いさせていただいたのですけれども、

その辺、はっきりとした答弁がありませんでしたの

で、また、この中にも書かれておりませんので、こ

れに関しては不採択とさせていただきます。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

○金兵智則委員 小人数になって、どんな結果が出

るのかというのが難しいところなのかもしれないで

すけれども、なっていないので何とも言えないとこ

ろもありますけれども、やっぱり人数が多いときよ

りは少ないほうが、目が届きやすくなるのはもちろ

んだというふうに思います。 

 その負担的なものは、より小人数へというような

御要望だというふうに理解をしますので、採択をし

ていただきたいなというふうに思います。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○澤谷淳子委員 何回も言うようですけれども、

2025年までに、今まで40人定数だったのを、小学校

から５年かけて35人にするということで、クラスが

結局、少人数になるということは、クラスがやっぱ

り増えますので、教員の配置という問題も抱えてい

ますから、やっぱり拙速に30人以下というか、そう

いうふうにしていくのは、そのあとの請願・陳情で

もね、未配置だの何だと言っているのをわかってい

るはずですから、それは大変やっぱりよく考えてや

らなければいけないことだと思います。 

 まず、今この小学校から、今、段階的にやってい

く段階ですので、しかも、文部科学大臣も、決して

35人でやらないって言っていることではなかったの

ですよね。 

 中学校も35人学級を目指していきたいという発言

も、文科省の文部科学大臣もしていましたので、全

くそういう、やらないのだってことではなく、まず

は段階を経て、これをやっていくというのを、見守

ってからでもいいのではないかなと思いますので、

私も不採択でお願いします。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですが、今のところ石垣委員と澤谷委員

が不採択、金兵委員が採択ということであり、現状

では、意見の一致を見ないということで、継続審査

ということにせざるを得ないのかなと思うのです

が、そのようにしてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この請願第36号については継続審査と

いたします。 

  

○松浦敏司委員長 次に、請願第37号特別支援学校

の過大過密解消及び特別支援学校の学級編制標準の

改善を求める請願について審査いたします。 
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 それでは皆さんからの御発言をお願いいたします。 

○石垣直樹委員 拝見させていただきました。 

 この請願が通れば、網走市議会として国に意見書

を出すものなのですけれども、網走の実態で、こう

いうことが起こっているのかどうかが論点かと思い

ます。 

 私が調べた限りでは、現在、このような事態はな

いというふうに把握しておりますので、継続でお願

いします。 

○松浦敏司委員長 継続ということですね、はい。 

○澤谷淳子委員 理事者の方にお伺いしたいのです

けれども、先ほどちょうど、ビジョンというかあれ

が、ちょうど特別支援学級は12増になったって言っ

ていたのですけれども、あれはクラスが増えたとい

うふうに、この請願・陳情で言うところのクラス

が、網走については増えたという意味でしょうか。

そこだけ教えてください。 

○田口徹学校教育部長 当初見込んでいたクラスよ

りも、４月１日現在でクラス数が増えたということ

です。 

○澤谷淳子委員 それでは、網走はクラスが増えた

ということで了解しました。 

 それで、この請願に載っているのは、これは実は

やはり、これも、学校、特別支援学級の不足につい

ては、国全体としても把握していますことで、通常

大体1.2倍ぐらいクラスも、ここに通う子供たちも

増えて、クラスとしても非常に不足しているという

ことは、問題意識は共有していると思います。 

 ですので、これは引き続き問題があるということ

はわかっておりますので、継続でお願いします。 

○松浦敏司委員長 ほかに御意見ありませんか。 

○金兵智則委員 この特別支援学校に関しては、以

前からずっと、改善を求める請願が、いろんな場所

から出てきていた中で、やっと少しずつ動き出して

いるということなのですけれども、まだまだ足りな

いという中身だと思います。 

 あと、特別支援学級については、各学校いろいろ

苦労をしながら、対応をしている状況というのは、

私も見てきておりますので、そこが改善できるよう

なということの請願でございましたので、私は採択

というふうに考えております。 

以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 今のところ継続が石垣委員と澤谷委員、採択が金

兵委員ということであります。 

 意見の一致を見ないということで、当委員会とし

て全会一致が原則でありますから、このような状況

から、継続審査ということにしたいと思いますが、

そのようにしてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、この請願第37号については継続審査とさせ

ていただきます。 

  

○松浦敏司委員長 次に、請願第38号国の責任で教

職員未配置・未補充問題の改善を求める請願につい

て審査いたします。 

 それぞれ委員の皆さんから見解をお示しください。 

○澤谷淳子委員 これはもう本当に、小・中・高い

ずれも、本当に教員が不足しているというのは皆さ

ん御存じだと思います。 

今年2022年２月22日、私たち公明党でも、ちょっ

と全国調査もしまして、その中でも、やっぱりその

時点で、2,500人ぐらい教員が不足しているという

のがわかっております。 

 649校、2,065人不足って、細かくそういう数字も

出ていました。 

 ですから、その不足に取り組まなければいけない

というのは、皆さん感じているところだと思います

ので、これについては、国もそれについて協議とか

していると思いますので、継続でお願いします。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○金兵智則委員 私は採択の方向でというふうに思

います。 

 これについては理解をしていただいていて国が協

議しているのであれば、背中を押す意味も含めて意

見書を提出したらいいのではないかなというふうに

思うところなので、ぜひとも採択していただけたら

なと思います。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

 今のところ、澤谷委員が継続審査と、金兵委員が

採択ということですが、他の委員意見ありません

か。 

 澤谷委員ありますか。 

○澤谷淳子委員 本当にこれ、政府も考えながら、

これという決め手はないのですが、いろいろな策を

考えているところだと思ったのですよね。 

 なので、後押しになるのでしたら採択という形で

お願いします。 

○松浦敏司委員長 今、澤谷委員から発言があっ
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て、継続ではなく採択というような見解が示されま

した。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、この請願第38号については採択という

ことにしたいと思いますが、そういうことでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

では、請願第38号国の責任で教職員未配置・未補

充問題の改善を求める請願については採択といたし

ます。 

  

○松浦敏司委員長 それでは次に、請願第39号国の

教育予算を増やして高校授業料無償化、給付奨学金

制度の確立を求める請願について審査いたします。 

 それでは、委員の皆さんから御見解をお示しくだ

さい。 

○澤谷淳子委員 こちらは、何回もさっきから、も

うやっている、やっているってすみませんけれど

も、こちらも2020年ですね、４月から実質所得制限

はありますけれども、公立の高校11万8,800円の補

助金というか、つくことになりまして、公明党主導

で、私立高校についての支援もやってくださいって

ことで運動していましたので、それが39万6,000円

ついたということで、それを今やっていて、実質高

校の授業料自体が要らないというふうにはなってい

なくて、お支払いするのですが、それに見合う、だ

から実質的には無償になっていると思いますので、

この部分については不採択でお願いします。 

○金兵智則委員 教育の部分については、やはり無

償化はやっぱり一律というのが、私はやっぱりそれ

のほうが、原則としていいのかなと思いますので、

採択でお願いしたいと思います。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この請願第39号については、意見の一

致を見ないということであります。 

 請願第39号国の教育予算を増やして高校授業料無

償化、給付奨学金制度の確立を求める請願について

は、継続審査としたいと思います。 

 そのようにしてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように決定されました。 

 意見書案を配付しますので、暫時休憩いたしま

す。 

午前11時19分休憩 

午前11時21分再開 

○松浦敏司委員長 それでは再開いたします。 

 意見書案の内容を御確認いただきたいと思いま

す。 

 御確認ください。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、請願第38号国の責任で教職員未配置・

未補充問題の改善を求める請願につきましては、委

員長名により委員会として意見書案を本会議に上程

し、意見書の提出先は、地方自治法第99条の規定に

基づき、国会及び関係行政庁に提出することといた

します。 

そのように決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

 それでは、これをもちまして、文教民生委員会を

終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

             午前11時22分閉会 


